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地域型保育事業について
（小規模保育事業・家庭的保育事業）

対象年齢は
０～２歳児です！

３歳児以降（卒園後）の
預け先について

卒園後の進級先として連携している認可保育所、認定こども園、幼稚園があり、
そちらへの優先入所の申請が可能です。

連携先の園以外の認可保育所、認定こども園、幼稚園を希望する場合は、優先入所
の申請ではなく、４月入所の申請をしていただく必要があります。

優先入所とは…

優先入所とは、地域型保育事業を利用している方で３月末に卒園予定の方が、翌
４月からの卒園後の進級先として確保された連携施設（認可保育所、認定こども園、
幼稚園）に優先して入所できる制度です。
優先入所で進級されたい方は、優先入所の申請が必要になります。

※１ 認可保育所等を申請する場合、卒園児は
ランクを１つ引き上げ、調整指数に５を
付与して利用調整します。

※２ ９月末時点で在籍し、翌年３月末に卒園
となる２歳児クラスの児童が対象です。

「連携先一覧」について
こちらからご確認ください

【ホームページ】横浜市こども青少年局
「各地域型保育事業の連携先一覧（卒園後の
進級先）について」

https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/
kosodate-kyoiku/hoiku-yoji/
shisetsu/renkei20190329.html

小規模保育事業

家庭的保育事業

定員が比較的少なく、保育士との距離が近い環境で
じっくりと向き合い、きめ細かな保育を実施する施設

定員：６～19名

保育士が家庭的な雰囲気の中で保育を実施する施設
定員：３～５名

地域型保育事業
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